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まちペイ加盟店約款 

新旧対照表 

令和 2 年 9 月１日 

この度、ＱＲスキャン決済導入に伴い、以下の通りまちペイ加盟店約款を改正いたします。 

新 旧 

  本約款は、株式会社まちペイ（以下「当社」

という。）が発行する電子マネー「マチカマネ

ー」の取扱いに際し遵守すべき事項を定めるも

のとします。 

 

第１条 （定義） 

 次の各号に定める用語の定義は、当該各号の

定めるところによります。 

（１） 「マチカマネー」とは、当社が発行す

る当社又は当社の委託先が管理するサー

バ（以下「運用サーバ」という。）に流通

貨幣に相当する金銭的価値を記録した電

子情報で、当社が発行する資金決済に関す

る法律（以下「法」という。）第３条第１

項第１号に規定する前払式支払手段をい

う。 

（２） 「利用約款」とは、マチカマネーを利

用する条件を定めた約款をいう。 

（３） 「利用者」とは、マチカマネーを利用

約款に従い使用する者をいう。 

（４） 「本決済サービス」とは、マチカマネ

ーを利用した代金決済サービスのことを

いう。 

（５） 「会員アカウント」とは、当社が利用

者に割り当てた本決済サービス及びマチ

カマネーを利用するためのアカウントを

いう。 

（６） 「マチカカード」とは、会員アカウン

トを特定するために必要な情報が記録さ

れている非接触型ＩＣカードをいう。 

 

  本約款は、株式会社まちペイ（以下「当社」

という。）が発行する電子マネー「マチカマネ

ー」の取扱いに際し遵守すべき事項を定めるも

のとします。 

 

第１条 （定義） 

 以下の各号に定める用語の定義は、当該各号

の定めるところによります。 

（１） 「マチカマネー」とは、当社が発行す

る当社又は当社の委託先が管理するサー

バ（以下「運用サーバ」という。）に流通

貨幣に相当する金銭的価値を記録した電

子情報で、当社が発行する資金決済に関す

る法律（以下「法」という。）第３条第１

項第１号に規定する前払式支払手段をい

う。 

（２） 「利用約款」とは、マチカマネーを利

用する条件を定めた約款をいう。 

（３） 「利用者」とは、マチカマネーを利用

約款に従い使用する者をいう。 

（４） 「本決済サービス」とは、マチカマネ

ーを利用した代金決済サービスのこと

をいう。 

（５） 「会員アカウント」とは、当社が利用

者に割り当てた本決済サービス及びマ

チカマネーを利用するためのアカウン

トをいう。 

 

（新設） 

 

 

（６） 



2 

 

（７） 「マチカアプリ」とは、会員アカウント

を特定するために必要な情報（ＱＲコード

等）が表示され、又は読み取るスマートフ

ォンアプリ等をいう。 

（８） 「マチカカード等」とは、マチカカード

及びマチカアプリをいう。 

 

 

 

 

（９） 「加盟店」とは、本約款を承認の上、

当社にまちペイ加盟店の申込みを行い、当

社が承認した、取扱店において本決済サー

ビスの利用を許諾された者をいう。 

 

（１０） 「商品等」とは、加盟店の取扱うサ

ービス又は商品等をいう。 

（１１） 「指定外商品」とは、マチカマネー

により代金決済をすることができない商

品等をいう。 

（１２） 「利用処理」とは、会員アカウント

に記録されているマチカマネーから、販売

した商品等に係る対価に相当する金額情

報を減算し、記録することをいう。 

（１３） 「専用端末」とは、加盟店が利用処理

するためのみに用いる端末をいう。 

（１４） 「ＱＲコード等」とは、当社が発行す

るQRコード等の番号、記号その他の加盟

店を特定する情報を含む符号であって、本

約款に従って当社等が加盟店に発行し、加

盟店店舗における掲示その他当社が指定

する方法により加盟店が利用者に提示す

るもので、加盟店を特定するための情報そ

の他加盟店店舗又は当社が第４条により

承認した場所における決済に必要となる

 

（新設） 

 

 

 

（６） 「マチカカード等」とは、会員アカウン

トを特定するために必要な情報が記録

されている非接触型ＩＣカード及び会

員アカウントを特定するために必要な

情報（ＱＲコード等）が表示されるスマ

ートフォンアプリ等をいう。 

（７） 「加盟店」とは、本約款を承認の上、

当社にまちペイ加盟店の申込みを行

い、当社が承認した、取扱店において

本決済サービスの利用を許諾された者

をいう。 

（８） 「商品等」とは、加盟店の取扱うサー

ビス又は商品等をいう。 

（９） 「指定外商品」とは、マチカマネーに

より代金決済をすることができない商

品等をいう。 

（１０） 「利用処理」とは、会員アカウントに

記録されているマチカマネーから、販

売した商品等に係る対価に相当する金

額情報を減算し、記録することをいう。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 

（８） （６） 

（９） （７） 

（１０） 

（１１） 

（１２） 

（１３） 

（１４） 

（８） 

（９） 

（１０） 
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情報を記録したものをいう。 

 

（１５） 「専用端末等」とは、利用処理を行う

ために加盟店に設置する専用端末及びＱ

Ｒコード等をいう。 

 

第２条 （遵守事項） 

 加盟店は、法その他の関連法令並びに本約款

及び利用約款を遵守し、利用者の利益の保護に

十分配慮しなければならない。 

２ 加盟店は、本約款に基づく業務を遂行する

にあたり、当社の定めるマニュアル等及び当

社の指示を遵守しなければならない。 

３ 当社は加盟店に対し、調査の必要があると

判断した場合において、加盟店に報告を求め

るものとし、加盟店は、当該調査に協力しな

ければならない。 

４ 加盟店は、本決済サービスを取扱う店舗

（以下「取扱店」という。）において、本決

済サービスの加盟店証票を当該店舗の内外

に掲示し、本決済サービスの加盟店である旨

を明示しなければならない。 

 

第３条 （普及活動） 

 加盟店は、マチカマネーに関するシステムの

円滑な運営及びマチカマネー取引の普及向上に

協力する。 

２ 加盟店は、マチカマネーの利用促進施策及び

これに係る掲示物設置等に協力する 

３ 当社は、加盟店の事前の承諾なく、マチカマ

ネー利用促進のため、印刷物、電子媒体等に加

盟店が当社に届け出た情報を掲載することが

できる。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

第２条 （遵守事項） 

 加盟店は、法その他の関連法令並びに本約款

及び利用約款を遵守し、利用者の利益の保護に

十分配慮しなければならない。 

２ 加盟店は、本約款に基づく業務を遂行する

にあたり、当社の定めるマニュアル等及び当

社の指示を遵守しなければならない。 

３ 当社は加盟店に対し、調査の必要があると

判断した場合において、加盟店に報告を求め

るものとし、加盟店は、当該調査に協力しな

ければならない。 

４ 加盟店は、本決済サービスを取扱う店舗

（以下「取扱店」という。）において、本決

済サービスの加盟店証票を当該店舗の内外

に掲示し、本決済サービスの加盟店である旨

を明示しなければならない。 

 

第３条 （普及活動） 

 加盟店は、マチカマネーに関するシステムの

円滑な運営及びマチカマネー取引の普及向上に

協力する。 

２ 加盟店は、マチカマネーの利用促進施策及び

これに係る掲示物設置等に協力する 

３ 当社は、加盟店の事前の承諾なく、マチカマ

ネー利用促進のため、印刷物、電子媒体等に加

盟店が当社に届け出た情報を掲載することが

できる。 

 

 

 

（１５） 
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第４条 （本決済サービスの利用） 

 当社は加盟店に対し、本約款に従い、本決済

サービスの利用を許諾する。 

２ 加盟店は、予め次の各号に掲げる事項を届

け出て、当社の承認及び取扱店としての指定

を受けなければならない。 

（１） 取扱店の名称、住所、電話番号、営業

時間、その他当社が必要と認める取扱

店の情報 

（２） 取扱店において取扱っている商品等 

 

 

（３） 前号のうち、指定外商品の指定を希望

するもの 

３ 加盟店は、取扱店の移転、閉鎖その他前項

により届け出た内容に変更がある場合、予め

変更内容を当社に届け出て、当社の承認を受

けなければならない 

 

第５条 （利用処理） 

 加盟店は、利用者がマチカマネーの利用を希

望した場合、別途当社又は当社の指定する者が

定める操作ガイド等のマニュアル及び次の各

号に従い利用処理を行わなければならない。 

（１） 専用端末を用いて、利用者のマチカカー

ド等を読み取ったうえで、商品等代金の

金額その他当社所定の決済に必要な事

項を入力する処理 

（２） 加盟店のＱＲコード等を利用者のマチ

カアプリで読み取らせたうえで、商品等

代金の金額その他当社所定の決済に必

要な事項を入力する処理 

 

 

 

 

第４条 （本決済サービスの利用） 

 当社は加盟店に対し、本約款に従い、本決済

サービスの利用を許諾する。 

２ 加盟店は、予め次の各号に掲げる事項を届

け出て、当社の承認及び取扱店としての指定

を受けなければならない。 

（１） 取扱店の名称、住所、電話番号、営業

時間、その他当社が必要と認める取扱

店の情報 

（２） 取扱店において取扱っているサービ

ス及び商品等（以下「商品等」といい

ます。） 

（３） 前号のうち、指定外商品の指定を希

望するもの 

３ 加盟店は、取扱店の移転、閉鎖その他前項

により届け出た内容に変更がある場合、予め

変更内容を当社に届け出て、当社の承認を受

けなければならない 

 

第５条 （利用処理） 

 加盟店は、利用者がマチカマネーの利用を希

望した場合、別途当社又は当社の指定する者が

定める操作ガイド等のマニュアル及び次の各

号に従い利用処理を行わなければならない。 

（１） 商品等の支払いの際、マチカカード等の

提示を受けること 

（２） 専用端末を使用して、会員アカウントの

マチカマネー残高を確認し、商品等の支

払いに充当する金額を確認すること 

（３） 専用端末に商品等の支払いに充当する

金額を入力し、当該会員アカウントより

マチカマネー（の残高）を引き去ること 

（４） 専用端末から排出されるレシート等を

交付すること 
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２ 当社は、前項の利用処理において、次のい

ずれかの方法をもって前項第３号の利用処理を

完了させ、取引成立を通知する。 

（１） 専用端末の画面表示 

（２） 利用者のマチカアプリの支払完了画面 

（３） レシートの表示 

（４） 加盟店若しくは利用者への支払完了メ

ール 

３ 加盟店は、第１項の利用処理において、マ

チカマネー残高が商品等の代金に満たない

場合でも、マチカマネーの利用を拒絶しては

ならないものとし、現金その他の方法による

支払いの併用を認めなければならない。 

 

第６条 （地域外決済の禁止） 

加盟店は、利用処理を松山市外で行ってはな

らない。 

２ 移動を伴うサービスの提供についての利用

処理を始点・終点ともに松山市内でなければし

てはならない。 

３ 加盟店は、当社に提出している取扱店の住

所より専用端末等を持ち出してはならない。 

 

第７条 （指定外商品） 

 加盟店は、次の各号に掲げる商品等の販売の

ために利用処理してはならない。 

（１） 利用約款に定められている指定外商品 

（２） 第４条第２項第２号により当社の承認

を得られなかった商品等 

（３） 第４条第２項第３号により届け出を行

い、当社に承認されたもの 

（４） 各種法令に違反するような商品等の提

供 

（５） 公序良俗に反する商品等の提供 

（６） その他前２号に関連する商品等の提供

 

２ 当社は、前項の利用処理において、専用端

末の画面表示又はレシートの表示をもって前

項第３号の取引成立を通知する。 

 

 

 

 

 

３ 加盟店は、第１項の利用処理において、マ

チカマネー残高が商品等の代金に満たない

場合でも、マチカマネーの利用を拒絶しては

ならないものとし、現金その他の方法による

支払いの併用を認めなければならない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 （指定外商品等） 

 加盟店は、次の各号に掲げる商品等の販売の

ために利用処理してはならない。 

（１） 利用約款に定められている指定外商品 

（２） 第４条第２項第２号により当社の承認

を得られなかった商品等 

（３） 第４条第２項第３号により届け出を行

い、当社に承認されたもの 

（４） 各種法令に違反するような商品又は役

務の提供 

（５） 公序良俗に反する商品又は役務の提供 

（６） その他前２号に関連する商品又は役務

第７条 第６条 
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及び当社が不適切と認めるもの 

２ 加盟店は当社に対し、商品等の販売又は提

供を行うにあたり各種法令で定める許認可

の取得又は届出が義務付けられている場合、

当該許認可又は届出に係る営業許可証等の

写しを提出しなければならない。 

 

第８条 （指定外商品の変更） 

当社は、必要に応じて、１ヶ月の予告期間を

もって前条第１項の指定外商品を変更できる

ものとします。 

 

第９条 （商品等の提供） 

加盟店は利用者に対して、加盟店が利用者に

提示した条件に従い商品等を販売するものと

し、当該商品等の販売に関する一切の件つい

て、加盟店が自己の責任と費用をもって対処

し、当社はその責めを負わないものとする。 

 

第１０条（専用端末等） 

 加盟店は、当社又は当社の指定する者から専

用端末等を賃借する。 

２ 専用端末等の利用にあたっては、他に当社

又は当社の指定する者が専用端末サービス

利用規約等を定めがある場合を除くほか、本

約款の定めるところによる。 

 

第１１条（専用端末等の管理） 

加盟店は、専用端末等を扱う際は、善良なる管

理者の注意をもって扱う。 

２ 専用端末等の所有権、著作権その他一切の

権利は、加盟店に移転するものではなく、加盟

店は、当社又は当社の指定する者の指示に従

い、これを利用しなければならない。 

３ 専用端末等は、当社又は当社の指定する者

が許諾する目的以外に使用してはならない。 

の提供及び当社が不適切と認めるもの 

２ 加盟店は当社に対し、商品等の販売又は役

務の提供を行うにあたり各種法令で定める

許認可の取得又は届出が義務付けられてい

る場合、当該許認可又は届出に係る営業許可

証等の写しを提出しなければならない。 

 

第７条 （指定外商品の変更） 

当社は、必要に応じて、１ヶ月の予告期間を

もって前条第１項の指定外商品を変更できる

ものとします。 

 

第８条 （商品等の提供） 

加盟店は利用者に対して、加盟店が利用者に

提示した条件に従い商品等を販売するものと

し、当該商品等の販売に関する一切の件つい

て、加盟店が自己の責任と費用をもって対処

し、当社はその責めを負わないものとする。 

 

第９条 （専用端末） 

 加盟店は、当社又は当社の指定する者から専

用端末を購入又は賃借する。 

２ 専用端末の利用にあたっては、別途当社又

は当社の指定する者が定める専用端末サー

ビス利用規約等を遵守しなければならない。 

 

 

第１０条（専用端末の管理） 

（新設） 

 

 専用端末の所有権、著作権その他一切の権利

は、加盟店に移転するものではなく、加盟店は、

当社又は当社の指定する者の指示に従い、これ

を利用しなければならない。 

２ 専用端末は、当社又は当社の指定する者が

許諾する目的以外に使用してはならない。 

第８条 

第９条 

第７条 

第８条 

第１０条 第９条 

第１１条 第１０条 
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第１２条（費用負担） 

 加盟店は、自らの費用をもって利用処理する

ものとし、利用処理に必要となる専用端末等を

含む機器又はソフトウェア等の費用、その維持

及び管理に必要となる通信費その他の費用並

びに本決済サービスの加盟店証票、レシート等

の資材は、加盟店が負担する。 

２ 加盟店は、当社の故意又は重過失による場

合を除き、前項により加盟店が負担した費用

の返金、返還等を求めることができない。 

 

第１３条（システム保守・障害等） 

 当社は、次の各号に掲げる場合において、本

決済サービスの利用を中止することがある。 

（１） システムの点検、補修、保守その他必

要な作業を行う場合 

（２） 通信機器、通信回線の故障又はメンテ

ナンスを行う場合 

（３） 火災、停電、その他天災地変等による

場合 

（４） その他やむを得ない事由による場合 

２ 当社は、当社の故意又は重過失による場合

を除き、前項により本決済サービスの利用が

できなかった場合において加盟店その他の

第三者に対して損害等が生じたときでも、そ

の責めを負わない。 

 

第１４条（禁止事項） 

加盟店は、次の各号に掲げる者に対して利用

処理してはならない。 

（１） 指定外商品を購入する者 

（２） 反社会的勢力に該当し、又はその疑い

がある者 

（３） その他当社が定める者 

 

 

第１１条（費用負担） 

 加盟店は、自らの費用をもって利用処理する

ものとし、利用処理に必要となる専用端末等の

機器又はソフトウェア等の費用、その維持及び

管理に必要となる通信費その他の費用並びに

本決済サービスの加盟店証票、レシート等の資

材は、加盟店が負担する。 

２ 加盟店は、当社の故意又は重過失による場

合を除き、前項により加盟店が負担した費用

の返金、返還等を求めるができない。 

 

第１２条（システム保守・障害等） 

 当社は、次の各号に掲げる場合において、本

決済サービスの利用を中止することがある。 

（１） システムの点検、補修、保守その他必

要な作業を行う場合 

（２） 通信機器、通信回線の故障又はメンテ

ナンスを行う場合 

（３） 火災、停電、その他天災地変等による

場合 

（４） その他やむを得ない事由による場合 

２ 当社は、当社の故意又は重過失による場合

を除き、前項により本決済サービスの利用が

できなかった場合において加盟店その他の

第三者に対して損害等が生じたときでも、そ

の責めを負わない。 

 

第１３条（禁止事項） 

加盟店は、次の各号に掲げる者に対して利用

処理してはならない。 

（１） 指定外商品を購入する者 

（２） 反社会的勢力に該当し、又はその疑い

がある者 

（３） その他当社が定める者 

第１２条 第１１条 

第１３条 第１２条 

第１３条 第１４条 
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２ 加盟店は、次の各号に掲げることを行って

はならない。 

（１） 商品等の告知、広告又は販売を行う

とき、特定商取引法、景品表示法そ

の他法令に違反し、利用者に誤認を

与える表示をすること 

（２） 本決済サービスの加盟店証票を取扱

店以外に掲示すること 

（３） １件の商品等の販売取引において、

複数回に分割して利用処理を行うこ

と（マチカ上限を超える利用処理につ

いても同様とする。） 

（４） 当社の承認を受けていない取扱店で

利用処理すること 

（５） 第三者のために利用処理し、又は第

三者に利用処理させること 

（６） 当社に対し虚偽の内容を届け出るこ

と 

（７） 当社、他の加盟店の信用をき損する

行為をすること 

（８） 不正の目的をもって利用処理を行う

こと 

（９） その他前各号に準ずること 

 

第１５条（偽造・変造） 

 加盟店は、次の各号に掲げる事項に該当する

場合、マチカマネーの利用を拒絶し、直ちに当

社に通知しなければならない。 

（１） 利用処理を希望されたマチカカード等

が偽造、変造又は不正に入手されたも

のであることが判明した場合、又はそ

の疑いがあると客観的に判断される事

由のある場合 

（２） その他当社が加盟店に事前に通知する

所定の事由がある場合 

 

２ 加盟店は、次の各号に掲げることを行って

はならない。 

（１） 商品等の告知、広告又は販売を行う

とき、特定商取引法、景品表示法そ

の他法令に違反し、利用者に誤認を

与える表示をすること 

（２） 本決済サービスの加盟店証票を取扱

店以外に掲示すること 

（３） １件の商品等の販売取引において、

複数回に分割して利用処理を行うこ

と 

 

（４） 当社の承認を受けていない取扱店で

利用処理すること 

（５） 第三者のために利用処理し、又は第

三者に利用処理させること 

（６） 当社に対し虚偽の内容を届け出るこ

と 

（７） 当社、他の加盟店の信用をき損する

行為をすること 

（８） 不正の目的をもって利用処理を行う

こと 

（９） その他前各号に準ずること 

 

第１４条（偽造・変造） 

 加盟店は、以下の各号に掲げる事項に該当す

る場合、マチカマネーの利用を拒絶し、直ちに

当社に通知しなければならない。 

（１） 利用処理を希望されたマチカカード等

が偽造、変造又は不正に入手されたも

のであることが判明した場合、又はそ

の疑いがあると客観的に判断される事

由のある場合 

（２） その他当社が加盟店に事前に通知する

所定の事由がある場合 

 

第１５条 第１４条 
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第１６条（差別的取扱いの禁止） 

 加盟店は利用者に対し、正当な理由なくマチ

カマネーの利用を拒絶し、又は現金、クレジッ

トカードその他の決済手段を利用する者より

不利となる取扱いをしてはならない。 

２ 加盟店は利用者に対し、加盟店が利用者に

提示した条件に従い商品等を販売又は提供

するものとし、商品等の販売又は提供に関す

る一切の件について、加盟店が自己の責任と

費用をもって対処し、当社はその責任を負わ

ない。 

 

第１７条 （誤決済） 

 加盟店は、専用端末又は利用者のマチカアプ

リに入力した又は入力された金額を確認しなけ

ればならない。 

２ 加盟店が利用者に提供した商品等を超える

額を利用処理した場合は、当社は、提供した商

品等の額を超える部分について利用処理を取り

消すことができる。 

３ 加盟店が利用者に提供した商品等より少な

い額を利用処理した場合は、当社は、実際に利

用処理した金額のみを加盟店に支払うものとす

る。 

４ 前２項の場合において、当社に故意又は重

過失がある場合はこの限りでない。 

 

第１８条（利用処理の取消し） 

 加盟店は、原則として利用処理を取り消すこ

とができない。ただし、やむを得ない事情があ

り、利用処理を取り消す必要がある場合は、当

社所定の方法により利用処理を取り消すこと

又は取消しを依頼することができる。 

２ 当社は、前項の依頼を受けた場合、利用者

 

 

第１５条（差別的取扱いの禁止） 

 加盟店は利用者に対し、正当な理由なくマチ

カマネーの利用を拒絶し、又は現金、クレジッ

トカードその他の決済手段を利用する者より

不利となる取扱いをしてはならない。 

２ 加盟店は利用者に対し、加盟店が利用者に

提示した条件に従い商品等を販売又は提供

するものとし、商品等の販売又は役務の提供

に関する一切の件について、加盟店が自己の

責任と費用をもって対処し、当社はその責任

を負わない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条（利用処理の取り消し） 

 加盟店は、原則として利用処理を取り消すこ

とができない。ただし、やむを得ない事情があ

り、利用処理を取り消す必要がある場合は、当

社所定の方法により利用処理の取り消しを依

頼することができる。 

２ 当社は、前項の依頼を受けた場合、利用者

第１６条 第１５条 

第１７条 

第１８条 第１６条 
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保護の為に必要な範囲で当該取消処理を行

う。ただし、当社は加盟店に対して、本条項

による取消処理を保証するものではない。 

３ 加盟店は、本条の取消処理について利用者

に対する一切の責任を負い、加盟店及び利用

者間で適切にこれを処理しなければならな

いものとし、利用者から当社に対し、苦情等

が申し立てられた場合は、対応に要した費用

等を負担しなければならない。 

４ 加盟店及び利用者間で商品等の売買契約

又は利用処理の依頼について無効、取消、解

除等が生じ、精算の必要が生じた場合は、加

盟店及び利用者間で現金により精算を行う

ものとし、原則として利用処理の取り消しに

よる精算を行ってはならない。 

 

第１９条（手数料） 

 本決済サービスの利用に係る手数料（以下

「決済手数料」という。）は、利用処理された

マチカマネーに別途、当社及び加盟店間で合意

した料率を乗した金額とする。ただし、当社は

１か月間の予告期間をもって予告することに

よりこれを変更することができる。 

 

第２０条（精算） 

 当社は加盟店に対し、運用サーバに記録され

た当月１日から１５日（以下「１５日締め分」

という。）及び１６日から末日（以下「末日締

め分」という。）までの次の各号に掲げる事項

を、それぞれ当月２０日及び翌月５日までに通

知するものとし、当該通知より３０日以内加盟

店より異議の申し出がない場合は、当該通知に

異議がなかったものとみなす。 

（１） 加盟店により利用処理されたマチカ

マネーの金額 

（２） 利用処理が取り消された金額 

保護の為に必要な範囲で当該取消処理を行

う。ただし、当社は加盟店に対して、本条項

による取消処理を保証するものではない。 

３ 加盟店は、本条の取消処理について利用者

に対する一切の責任を負い、加盟店及び利用

者間で適切にこれを処理しなければならな

いものとし、利用者から当社に対し、苦情等

が申し立てられた場合は、対応に要した費用

等を負担しなければならない。 

４ 加盟店及び利用者間で商品等の売買契約

又は利用処理の依頼について無効、取消、解

除等が生じ、精算の必要が生じた場合は、加

盟店及び利用者間で現金により精算を行う

ものとし、原則として利用処理の取り消しに

よる精算を行ってはならない。 

 

第１７条（手数料） 

 本決済サービスの利用に係る手数料（以下

「決済手数料」という。）は、利用処理された

マチカマネーに別途、当社及び加盟店間で合意

した料率を乗した金額とする。ただし、当社は

１か月間の予告期間をもって予告することに

よりこれを変更することができる。 

 

第１８条（精算） 

 当社は加盟店に対し、運用サーバに記録され

た当月１日から１５日（以下「１５日締め分」

という。）及び１６日から末日（以下「末日締

め分」という。）までの次の各号に掲げる事項

を、それぞれ当月２０日及び翌月５日までに通

知するものとし、当該通知より３０日以内加盟

店より異議の申し出がない場合は、当該通知に

異議がなかったものとみなす。 

（１） 加盟店により利用処理されたマチカマ

ネーの金額 

（２） 利用処理が取り消された金額 

第１９条 第１７条 

第２０条 第１８条 



11 

（３） 決済手数料 

２ 当社は加盟店に対し、前項第１号の金額か

ら前項第２号及び前項第３号の金額を控除

した金額を、次の表に従い支払う。ただし、

当該期日が金融機関営業日でない場合は、次

の表の当該支払日の括弧書きを期日とする。 

１５日締め分 末日締め分 

当月末日（前営業

日） 

翌月１５日（翌営

業日） 

３ 当社及び加盟店との精算は、当社指定の決

済代行業者をして行うものとし、当該決済代

行業者との契約に従い、精算を行うものとす

る。 

 

第２１条（決済代金の支払い・取消し） 

 当社は、加盟店が次の各号いずれかの事項に

該当した場合、前条第３項に係る支払いの一部

又は全てを拒絶又は留保することができる。 

（１） 利用処理により指定外商品を販売した

場合 

（２） 利用約款、本約款等に反し、マチカマ

ネーを利用者に利用させた場合 

（３） その他加盟店が利用約款、本約款又は

運用に付随するマニュアル等に違反し

た場合 

２ 加盟店は当社に対し、前条による精算後に

前項各号の事由に該当することが判明し

た場合、遅滞なく当社の指定する方法によ

りこれを返還しなければならない。 

 

第２２条（個人情報の取扱い） 

当社に届け出た加盟店に係る一切の情報の

内、個人情報は、当社の個人情報保護方針に従

い適切に管理するものとし、株式会社まちづく

り松山と共同して利用する。 

２ 加盟店は、利用者に係る個人情報を取得し

（３） 決済手数料 

２ 当社は加盟店に対し、前項第１号の金額か

ら前項第２号及び前項第３号の金額を控除

した金額を、次の表に従い支払う。ただし、

当該期日が金融機関営業日でない場合は、次

の表の当該支払日の括弧書きを期日とする。 

１５日締め分 末日締め分 

当月末日（前営業

日） 

翌月１５日（翌営業

日） 

３ 当社及び加盟店との精算は、当社指定の決

済代行業者をして行うものとし、当該決済代

行業者との契約に従い、精算を行うものとす

る。 

 

第１９条（決済代金の支払い取り消し） 

 当社は、加盟店が次の各号いずれかの事項に

該当した場合、前条第３項に係る支払いの一部

又は全てを拒絶又は留保することができる。 

（１） 利用処理により指定外商品を販売した

場合 

（２） 利用約款、本約款等に反し、マチカマ

ネーを利用者に利用させた場合 

（３） その他加盟店が利用約款、本約款又は

運用に付随するマニュアル等に違反し

た場合 

２ 加盟店は当社に対し、前条による精算後に

前項各号の事由に該当することが判明し

た場合、遅滞なく当社の指定する方法によ

りこれを返還しなければならない。 

 

第２０条（個人情報の取扱い） 

当社に届け出た加盟店に係る一切の情報の

内、個人情報は、別添の個人情報保護方針に従

い適切に管理するものとし、株式会社まちづく

り松山と共同して利用する。 

２ 加盟店は、利用者に係る個人情報を取得し

第２１条 第１９条 

第２２条 第２０条 
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た場合、法令に従い適切にこれを管理しなけ

ればならない。 

 

第２３条（秘密保持） 

加盟店は、本決済サービスの内容並びに本決

済サービスに関して知り得た当社の書面及び

電磁的又は光学的方法等により記載・記録され

た技術上、営業上その他業務上の一切の知識及

び情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘

匿し、当社の事前の書面による承諾がない限

り、これを第三者に開示又は漏えいしてはなら

ない。 

２ 前項の秘密情報のうち、次の事項に該当す

るものについては、秘密情報に該当しない。 

（１） 当社が開示を行なった時点において、

既に公知となっている情報 

（２） 加盟店が開示を受けた後、加盟店の過

失又は本規則の違反によることなく公

知となったことを加盟店が証明できる

もの 

（３） 当社が開示を行なう前又は加盟店が開

示を受けた後に、加盟店が自ら取得し

又は正当な権利を有する第三者より秘

密保持の義務を負うことなく入手した

ことを加盟店が証明できるもの 

（４） 自己の意思によらず、管轄官公庁、裁

判所又は法令の要求により開示される

もの 

３ 加盟店は、第１項に定める当社の書面によ

る承諾を得た場合でも、当該第三者に対し、

本条で定められている義務と同等の義務を

課すとともに、当該第三者の義務の不履行に

よる損害の一切につき、当該第三者と連帯し

て責めを負う。 

 

 

た場合、法令に従い適切にこれを管理しなけ

ればならない。 

 

第２１条（秘密保持） 

加盟店は、本決済サービスの内容並びに本決

済サービスに関して知り得た当社の書面及び

電磁的又は光学的方法等により記載・記録され

た技術上、営業上その他業務上の一切の知識及

び情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘

匿し、当社の事前の書面による承諾がない限

り、これを第三者に開示又は漏えいしてはなら

ない。 

２ 前項の秘密情報のうち、次の事項に該当す

るものについては、秘密情報に該当しない。 

（１） 当社が開示を行なった時点において、

既に公知となっている情報 

（２） 加盟店が開示を受けた後、加盟店の過

失又は本規則の違反によることなく公

知となったことを加盟店が証明できる

もの 

（３） 当社が開示を行なう前又は加盟店が開

示を受けた後に、加盟店が自ら取得し

又は正当な権利を有する第三者より秘

密保持の義務を負うことなく入手した

ことを加盟店が証明できるもの 

（４） 自己の意思によらず、管轄官公庁、裁

判所又は法令の要求により開示される

もの 

３ 加盟店は、第１項に定める当社の書面によ

る承諾を得た場合でも、当該第三者に対し、

本条で定められている義務と同等の義務を

課すとともに、当該第三者の義務の不履行に

よる損害の一切につき、当該第三者と連帯し

て責めを負う。 

 

 

第２３条 第２１条 
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第２４条（反社会的勢力の排除） 

加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら、

自らの取締役等の役員、実質的に経営を支配す

る者又は会社法でいう親会社若しくは子会社

が、次の各号（以下「反社会的勢力」という。）

いずれにも該当しないことを表明し保証する。 

（１） 暴力団、暴力団員（暴力団の構成員を

いう。以下同じ。）、暴力団員でなくな

ったときから５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊

知能暴力集団等その他これに準ずる者

（以下これらを総称して「暴力団員等」

という。）に該当する者 

（２） 暴力団員等が経営を支配し又は経営に

実質的に関与していると認められる関

係を有している者 

（３） 自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもってするなど、不当に暴力

団員等を利用していると認められる関

係を有している者 

（４） 暴力団員等に対して資金等を提供し、

又は便宜を供与するなどの関係を有し

ている者 

（５） 役員又は経営に実質的に関与している

者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している者 

（６） その他前各号に準ずる者 

２ 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら

又は第三者を利用して次の各号に該当する

行為をしないことを表明し保証する。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は

 

第２２条（反社会的勢力の排除） 

加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら、

自らの取締役等の役員、実質的に経営を支配す

る者又は会社法でいう親会社若しくは子会社

が、次の各号（以下「反社会的勢力」という。）

いずれにも該当しないことを表明し保証する。 

（１） 暴力団、暴力団員（暴力団の構成員を

いう。以下同じ。）、暴力団員でなくな

ったときから５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊

知能暴力集団等その他これに準ずる者

（以下これらを総称して「暴力団員等」

という。）に該当する者 

（２） 暴力団員等が経営を支配し又は経営に

実質的に関与していると認められる関

係を有している者 

（３） 自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもってするなど、不当に暴力

団員等を利用していると認められる関

係を有している者 

（４） 暴力団員等に対して資金等を提供し、

又は便宜を供与するなどの関係を有し

ている者 

（５） 役員又は経営に実質的に関与している

者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している者 

（６） その他前各号に準ずる者 

２ 加盟店は、現在及び将来にわたって、自ら

又は第三者を利用して次の各号に該当する

行為をしないことを表明し保証する。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は

第２４条 第２２条 
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暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用い若しくは威

力を用いて相手方の信用を毀損し、又

は相手方の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、加盟店が前２項に反し又は反して

いることが判明したとき、催告その他の手続

を要することなく、直ちに本約款の全部又は

一部を解除することができる。 

４ 加盟店は、前項により解除されたことを理

由として、当社に対し損害の賠償を請求する

ことができない。 

 

 

第２５条（権利の譲渡禁止） 

 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく

して、本約款に基づく権利、義務及び責任を第

三者に譲渡してはならない。 

２ 合併、会社分割その他の原因等により、本

約款に基づく権利、義務及び責任が承継され

る場合においても、前項と同様とする。 

 

第２６条（業務委託） 

 加盟店は、本決済サービスに係る業務の全部

又は一部を第三者に委託してはならない。ただ

し、当社の事前の書面による承諾を得た場合は

この限りでない。 

２ 加盟店は、前項ただし書きの場合におい

て、当社の承認を得た第三者の行為につい

て、当該第三者と連帯してその責めを負う。 

 

第２７条（通知義務） 

 加盟店は、次の事項に該当する事実があった

場合、遅滞なく当社に書面により通知しなけれ

ばならない。 

（１） 業種、重要な業務内容又は主に取り扱

暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用い若しくは威

力を用いて相手方の信用を毀損し、又

は相手方の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、加盟店が前２項に反し又は反して

いることが判明したとき、催告その他の手続

を要することなく、直ちに本約款の全部又は

一部を解除することができる。 

４ 加盟店は、前項により解除されたことを理

由として、当社に対し損害の賠償を請求する

ことができない。 

 

 

第２３条（権利の譲渡禁止） 

 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく

して、本約款に基づく権利、義務及び責任を第

三者に譲渡してはならない。 

２ 合併、会社分割その他の原因等により、本

約款に基づく権利、義務及び責任が承継され

る場合においても、前項と同様とする。 

 

第２４条（業務委託） 

 加盟店は、本決済サービスに係る業務の全部

又は一部を第三者に委託してはならない。ただ

し、当社の事前の書面による承諾を得た場合は

この限りでない。 

２ 加盟店は、前項ただし書きの場合におい

て、当社の承認を得た第三者の行為につい

て、当該第三者と連帯してその責めを負う。 

 

第２５条（通知義務） 

 加盟店は、次の事項に該当する事実があった

場合、遅滞なく当社に書面により通知しなけれ

ばならない。 

（１） 業種、重要な業務内容又は主に取り扱

第２５条 第２３条 

第２６条 第２４条 

第２７条 第２５条 
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っている商品等の内容に変更があった

場合 

（２） 住所、代表者、商号その他の取引上重

要な事項に変更があった場合 

（３） 前号の他、当社に届け出をした事項に

変更があった場合 

（４） 第２９条第２項各号に定める事実に該

当した場合 

 

第２８条（期間） 

 取扱店による本決済サービスの利用期間は、

第４条に基づく取扱店としての指定を受けて

から１年間とし、当社又は加盟店より期間満了

の３ヶ月前までに取扱店としての指定解除の

申し出がないときは、１年間更新するものと

し、以後同様とする。 

 

第２９条（解除） 

当社は、加盟店が利用約款、本約款、その他

運用に付随するマニュアル等の各条項に違反

した場合に、相当の期間を置いて催告したのに

もかかわらずこれが是正されないときは、本決

済サービスの全部又は一部の利用を拒絶し、第

４条に基づく取扱店としての指定を解除する

ことができる。 

２ 当社は、加盟店が次のいずれかの事項に該

当したとき、催告その他の手続を要すること

なく、直ちに本決済サービスの全部又は一部

の利用を拒絶し、第４条に基づく取扱店とし

ての指定を解除することができる。 

（１） 支払停止若しくは支払不能に陥り若し

くは破産、民事再生、会社更生若しく

は特別清算の申立てがあったとき若し

くはこれに類する法的手続（日本国外

における同様の手続を含む）の開始申

立てがあったとき 

っている物品若しくは役務の内容に変

更があった場合 

（２） 住所、代表者、商号その他の取引上重

要な事項に変更があった場合 

（３） 前号の他、当社に届け出をした事項に

変更があった場合 

（４） 第２９条第２項各号に定める事実に該

当した場合 

 

第２６条（期間） 

 取扱店による本決済サービスの利用期間は、

第４条に基づく取扱店としての指定を受けて

から１年間とし、当社又は加盟店より期間満了

の３ヶ月前までに取扱店としての指定解除の

申し出がないときは、１年間更新するものと

し、以後同様とする。 

 

第２７条（解除） 

当社は、加盟店が利用約款、本約款、その他

運用に付随するマニュアル等の各条項に違反

した場合に、相当の期間を置いて催告したのに

もかかわらずこれが是正されないときは、本決

済サービスの全部又は一部の利用を拒絶し、第

４条に基づく取扱店としての指定を解除する

ことができる。 

２ 当社は、加盟店が次のいずれかの事項に該

当したとき、催告その他の手続を要すること

なく、直ちに本決済サービスの全部又は一部

の利用を拒絶し、第４条に基づく取扱店とし

ての指定を解除することができる。 

（１） 支払停止若しくは支払不能に陥り若し

くは破産、民事再生、会社更生若しく

は特別清算の申立てがあったとき若し

くはこれに類する法的手続（日本国外

における同様の手続を含む）の開始申

立てがあったとき 

第２８条 

第２９条 

第２６条 

第２７条 
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（２） 商品等の販売にかかる事業を廃止し若

しくは所轄政府機関等から業務停止等

の処分を受けたとき又は解散の決議を

行い若しくは裁判所の解散命令を受け

たとき 

（３） 加盟店の当社に対する債権について、

第三者より仮差押、保全差押又は差押

の命令その他強制執行手続があったと

き 

（４） 手形交換所の取引停止処分を受けたと

き 

（５） 経営が悪化し又はそのおそれがあると

認められる相当の事由があるとき 

（６） 加盟店又は加盟店の会社法でいう親会

社若しくは子会社が、公序良俗に反す

る事業を営んでいたことが判明したと

き 

（７） 加盟店より提出を受けた加盟店に係る

資料等の内容が真実又は適正でなかっ

たとき 

（８） 加盟店及び株式会社まちづくり松山間

で別途締結されているマチカカードに

関する契約が解除されたとき 

（９） 第１４条に違反したとき 

３ 加盟店は、前２項により本決済サービスの

全部又は一部の利用を拒絶され、第４条に基

づく取扱店としての指定を解除されたこと

を理由として、当社に対し、損害の賠償を請

求することができない。 

４ 加盟店は、３ヶ月の予告期間をもって書面

で当社に申し出ることにより、第４条に基づ

く取扱店としての指定解除を申し出ること

ができる。 

 

 

 

（２） 商品等の販売にかかる事業を廃止し若

しくは所轄政府機関等から業務停止等

の処分を受けたとき又は解散の決議を

行い若しくは裁判所の解散命令を受け

たとき 

（３） 加盟店の当社に対する債権について、

第三者より仮差押、保全差押又は差押

の命令その他強制執行手続があったと

き 

（４） 手形交換所の取引停止処分を受けたと

き 

（５） 経営が悪化し又はそのおそれがあると

認められる相当の事由があるとき 

（６） 加盟店又は加盟店の会社法でいう親会

社若しくは子会社が、公序良俗に反す

る事業を営んでいたことが判明したと

き 

（７） 加盟店より提出を受けた加盟店に係る

資料等の内容が真実又は適正でなかっ

たとき 

（８） 加盟店及び株式会社まちづくり松山間

で別途締結されているマチカカードに

関する契約が解除されたとき 

（９） 第１３条に違反したとき 

３ 加盟店は、前２項により本決済サービスの

全部又は一部の利用を拒絶され、第４条に基

づく取扱店としての指定を解除されたこと

を理由として、当社に対し、損害の賠償を請

求することができない。 

４ 加盟店は、３ヶ月の予告期間をもって書面

で当社に申し出ることにより、第４条に基づ

く取扱店としての指定解除を申し出ること

ができる。 
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第３０条（終了手続） 

 加盟店は、前２条により取扱店としての指定

が解除となった場合、当社が指定する日までに

本決済サービスの取扱い及び本決済サービス

の加盟店証票等の掲示を中止しなければなら

ない。 

２ 前項の場合、必要に応じ取扱店の店頭にお

いて告知等を行わなければならない。 

３ 本条による終了手続においては、当社及び

加盟店が協力し、利用者に不利益がないよう

最大限配慮するものとし、加盟店は、当社の

指示に従い終了手続を実施しなければなら

ない。 

 

第３１条（紛争等） 

加盟店は、紛争等が発生した場合は、全ての

自己の責任と費用で対応し、解決を図るものと

し、当社及び当社の委託先に迷惑をかけないこ

ととする。 

 

第３２条（損害賠償） 

 加盟店は、本約款に違反し又は自己の帰責事

由により当社又は当社の委託先に損害を与え

た場合、その損害を賠償しなければならない。 

 

第３３条（協議） 

 当社及び加盟店は、本約款に定めのない事項

について、法その他の法令等に従うものとし、

本規則に係る疑義が生じたときは、信義誠実の

原則に従い、協議の上解決する。 

 

 

 

 

 

 

第２８条（終了手続） 

 加盟店は、前２条により取扱店としての指定

が解除となった場合、当社が指定する日までに

本決済サービスの取扱い及び本決済サービス

の加盟店証票等の掲示を中止しなければなら

ない。 

２ 前項の場合、必要に応じ取扱店の店頭にお

いて告知等を行わなければならない。 

３ 本条による終了手続においては、当社及び

加盟店が協力し、利用者に不利益がないよう

最大限配慮するものとし、加盟店は、当社の

指示に従い終了手続を実施しなければなら

ない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２９条（協議） 

 当社及び加盟店は、本約款に定めのない事項

について、法その他の法令等に従うものとし、

本規則に係る疑義が生じたときは、信義誠実の

原則に従い、協議の上解決する。 

 

 

 

 

 

第３０条 

第３１条 

第３２条 

第３３条 

第２８条 

第２９条 
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第３４条（合意管轄） 

 当社及び加盟店は、本規則により裁判上の紛

争が生じた場合、松山地方裁判所又は松山簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

ることに合意する。 

 

第３５条（規則の変更） 

 当社は、一定の予告期間をおいて加盟店に告

知することにより、本約款を変更することがで

きる。 

 

第３０条（合意管轄） 

 当社及び加盟店は、本規則により裁判上の紛

争が生じた場合、松山地方裁判所又は松山簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

ることに合意する。 

 

第３１条（規則の変更） 

 当社は、一定の予告期間をおいて加盟店に告

知することにより、本約款を変更することがで

きる。 

以上 

第３４条 

第３５条 

第３０条 

第３１条 


